
 

 
 

○公立大学法人評価委員会について 

 
１ 概要 

 地方独立行政法人法第１１条の規定に基づき、市の附属機関として、地方独立行政法人評

価委員会を設置しています。（委員会名：前橋市公立大学法人評価委員会） 

  評価委員会では、年に複数回会議を開催し、業務実績に関する評価に関すること等につい

て、委員の皆様から意見をいただいています。 

 

≪根拠：新 地方独立行政法人法 施行日：平成３０年４月１日≫ 

第十一条  設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体

の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）を置

く。  

 

 

２ 評価委員会が行う事務 ＜評価委員会の意見を聴く、又は評価を受ける事項＞   

 ※（ ）は地方独立行政法人法の規定 

 ※地方独立行政法人法の改正に伴い、所掌事務に変更が生じる場合があります。 

(1) 設立団体が定める、法人が達成すべき業務に関する目標（中期目標）の策定及び変更へ

の意見（第２５条） 

(2) 地方独立行政法人が行う重要な財産の処分の認可への意見（第４４条） 

(3) 中期目標を達成するため地方独立行政法人が定める計画（中期計画）の認可への意見（第

７８条） 

(4) 各事業年度・中期目標期間に係る業務の実績の評価（第７８条の２） 

(5) 中期目標期間の終了時の検討に当たっての意見（第７９条の２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

①設立団体の長である市長は、法人が達成すべき業務運営に関する６年間の目標を定め、

法人に指示します。これが「中期目標」であり、前橋工科大学の運営方針です。 

②法人は、市長の指示を受け、中期目標を達成するための具体的な６年間の計画を作成し

ます。これを「中期計画」といいます。 

③法人は、６年間の中期計画に基づき、毎事業年度の開始前に、当該年度の計画を作成し

ます。これを「年度計画」といいます。 

 

 

 

３ 評価委員会の開催予定（案） 

   令和４年度は２回程度の開催を見込んでいます。主な内容は以下のとおりです。 

   第１回（８月）  委員委嘱、業務概要説明等、令和３年度決算に関する報告について 

         令和３年度業務実績に関する報告について 

第２回（10月頃）  令和３年度業務実績に関する評価報告書（案）について 

 

  

 

 
前橋市 

 
①中期目標を策定 

公立大学法人 

前橋工科大学 

 
②中期計画を作成 

③年度計画を作成 

中期目標を指示 

第１期：Ｈ25～Ｈ30 

第２期：Ｒ1 ～Ｒ6 
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